




シティプロモーション戦略プランの策定にあたって 

大正１３(１９２４)年に県下で３番目の市として誕生した本

市は、昨年、市制９０周年を迎えました。 

人口４万８千人からスタートした本市は、将来性のある産業

の振興、市民の皆様や多くの企業・団体との協働によるさまざ

まな取組や文化・芸術、スポーツのまちづくりなど、多彩な魅力を持つ都市へと変貌を遂

げ、国や多くの地方自治体が人口減少に転ずる中、今や約１４６万人を擁する利便性の高

い生活都市として発展を続けています。 

 川崎のこれまでの歴史を振り返りますと、川崎の強みとは、挑戦し続ける精神、つまり

「チャレンジ・スピリット」であると考えております。先人たちは、その精神で課題に挑

戦し、困難をチャンスに変え、危機を成長につなげることで、多彩な魅力が輝く現在の川

崎を築き上げてきたということを、改めて実感しているところでございます。 

これからの１０年は、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

や２０２４年の市制１００周年を控え、都市としての魅力を高める好機であり、シティプ

ロモーションは、今後、ますます重要になってまいります。 

こうしたことから、昨年５月、多彩な分野で活躍する委員の方々から成る「シティセー

ルス推進懇話会」を設置し、川崎の持つ魅力やポテンシャルを活かしながら、市のイメー

ジアップを図る戦略について、１年間にわたり、御議論を重ねていただきました。 

こうした議論を踏まえ、平成１６年度に策定した「川崎市シティセールス戦略プラン」

によって得られた対外的なイメージや定住意向等の維持・向上に努めつつ、川崎市民とし

てのアイデンティティ（地域への帰属意識）を形成するという視点を強化するため、この

たび、今後のシティプロモーション推進の基本方針となる「川崎市シティプロモーション

戦略プラン」を策定いたしました。 

今後も、市の目指すべき方向性をはじめ、さまざまな情報を市民の皆様としっかり共有

し、市民の皆様や事業者の方々など地域を構成するさまざまな主体と力を結集して魅力を

高め、愛着と誇りの醸成に努めてまいりますので、皆様の御協力を心からお願いいたしま

す。

 平成 27 年 3 月               川崎市長 
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Ⅰ章 川崎市シティプロモーション戦略プラン策定の背景 

川崎市では、市内に多彩な魅力があるものの、市外の方にあまり知られておらず、「公害のまち」と

いった好ましくない都市イメージを持たれていた実状などを踏まえ、平成 16 年度に「川崎市シティセ

ールス戦略プラン」（以下、「前戦略プラン」という。）を策定し、川崎の魅力や強みである「産業・研

究開発」、「文化芸術」、「スポーツ」、「自然」といった 4つの分野を重点的・戦略的に情報発信するテー

マ（以下、「重点戦略」という。）とし、効果的な取組により都市イメージの向上に努めてきました。 

この間、臨海部等における先端産業・研究開発機関の集積や「工場夜景」などの産業観光、「音楽の

まち」をはじめとする地域資源を活かした取組、川崎駅・武蔵小杉駅・新百合ヶ丘駅などの主要駅にお

ける拠点整備などにより、川崎の対外的なイメージは着実に向上してきています。 

しかしながら、市民としての誇りや一体感の醸成といった目標については、本市の転出入人口が著し

く多いという実態や細長い市域という地理的条件等により、川崎の魅力が市民に浸透しづらいことなど

から、更なる改善や取組の推進が必要となっています。 

また、都市ブランドの強化に向けたチャンスとなる平成 32（2020）年の東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会の開催や平成 36（2024）年の市制施行 100 周年が目前に控えています。    

こうしたことを踏まえ、これまでの取組の成果を活かすとともに、本市を取り巻く社会状況の変化 

に対応するため、新たな戦略プランとして「川崎市シティプロモーション戦略プラン」（以下「本戦略

プラン」という。）を策定します。 

１ 川崎市を取り巻く社会経済環境 

（１） 社会状況の変化 

人、もの、情報等が国内だけでなく国際的にも活発に移動・交流する中、人や企業が自らの生活や

事業活動の場を選択する一方、地域においては人口減少や少子高齢化、地方分権の進展などの社会状

況の変化に伴い、各地方自治体が定住・交流人口の獲得や企業の誘致等を図るための都市間競争が激

化しています。また、世界の情報技術は、インターネットをはじめ飛躍的に発展を遂げ、スマートフ

ォンの普及など情報を伝達するための手段や媒体も多様化しています。 

そうした中、都市ブランドの強化や発信を図るため、地域ブランド戦略の構築、プロモーション活

動の推進等、新たな取組が活発となり、平成 32（2020）年の東京オリンピック・パラリンピック競技

大会開催もその追い風となっています。 

（２） 川崎市の現状 

本市は、これまで重化学工業、ものづくりなどの基盤産業を中心とする産業都市として成長してき

ました。近年では、従来の基盤産業だけではなく、生命科学・健康・福祉・環境・再生可能エネルギ

ーなど先端産業・研究開発機関の集積が進み、先端技術都市の顔も持っています。更なる国際化が進

む羽田空港に近い地理的優位性や国家戦略特区への指定（東京圏「国際ビジネスイノベーションの拠

点」に含まれる。）を活かし、今後も更なる成長を目指しています。 

また、本市は首都圏の中心部に位置し、東京・横浜いずれに対しても極めて交通の利便性の高いま

ちであり、川崎駅・武蔵小杉駅・新百合ヶ丘駅などの市内主要駅では拠点整備が進められ、多くの人
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で賑わうまちの形成が進んでいます。 

さらに、文化やスポーツの面では藤子・F・不二雄ミュージアム、日本民家園、市民ミュージアム、

岡本太郎美術館など特色のある文化施設、プロサッカーチームの川崎フロンターレをはじめ、市内を

拠点に活躍するスポーツのトップチームが存在します。また、ミューザ川崎シンフォニーホールを核

とし、市内にある音楽資源を活用した音楽によるまちづくりや、トップチームとの連携等によるスポ

ーツのまちづくりなどの取組を行うことで、まちの賑わいが生まれています。 

こうした取組に加え、異業種間や都市間での連携に着目し、それぞれの強みを活かしながら新たな

価値を生み出す取組を行っており、川崎の多彩な魅力の一つとなっています。 

（３）川崎市の都市イメージ等の状況

① 人口に関する統計データ 

本市においては、毎年、転出入者がそれぞれ約 10 万人おり、近年では転入超過が続いている状況

です。今後、総人口は平成 42（2030）年まで増加する見込みですが、その後は人口減少へ転換してい

く見通しとなっています。 

図表 1 転出入における社会増減の推移（S47～H25）

出典：川崎市の人口動態（平成 25年） 

図表 2 川崎市将来人口推計結果 

出典：新たな総合計画の策定に向けた将来人口推計について（平成 26年川崎市）
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② 都市イメージに関するデータ 

  次の図からは、隣接都市在住者の川崎市に対するイメージは、前戦略プラン策定前（平成 15 年度）

に比べ良くなってきていることがわかります。

図表 3 良いイメージを持つ人の推移 

出典：川崎市「都市イメージ調査」（平成 15、18～25 年度） 

次の図からは、1都 3県の在住者に「川崎市は何のまちのイメージか」を尋ねると、「産業のまち」

のイメージが強く、川崎への来訪頻度や情報接触率が低いほど川崎に対する好ましくないイメージ（公

害のまち）を持っていることがわかります。 

図表 4 市外（1都 3県）に在住する人の川崎のまちのイメージ 

川崎に訪れる頻度別 川崎の情報に接する機会別 

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 

週1回以上 
産業のまち 

労働者の集う
まち 

音楽のまち 
5年前に比べて増えた

産業のまち 便利なまち 
成長している
まち 

34.2% 21.9% 20.5% 39.2% 32.1% 24.5%

月１～２回 
産業のまち 便利なまち 

労働者の集う
まち 

5年前に比べて変わら

ない 

産業のまち 
労働者の集う
まち 

便利なまち 

36.1% 30.1% 23.5% 38.2% 23.9% 22.3%

年に５～６回 
産業のまち 

労働者の集う
まち 

便利なまち 
5年前に比べて減った

産業のまち 公害のまち 
労働者の集う
まち 

31.2% 28.3% 20.3% 28.8% 28.8% 22.9%

年に4回以下 
産業のまち 

労働者の集う
まち 

便利なまち 

39.2% 27.5% 20.2%

この１年以内に1度も

行っていない 

産業のまち 公害のまち 
労働者の集う

まち 

43.1% 24.7% 24.2%

今まで１度も行った

ことがない 

産業のまち 公害のまち 
労働者の集う
まち 

27.8% 20.2% 14.3%

52% 54.9% 57.8% 55.6%

74.0% 72.9% 69.1% 69.0%

26%
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１

※1 集計方法の変更について

本市のイメージに関する質問項目が「良い・まあ良い・どちらでもない・あまり良くない・悪い」の５段階であったものを

数字の１～１０の１０段階とし「どちらでもない」という項目を無くした。１～５は悪い、６～１０は良い計で集計。

※2 隣接都市について

川崎市に隣接している市区。

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

※1都 3県：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 

出典：平成 25年度川崎市「都市イメージ調査」 

※2
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２ 前戦略プランによる取組の検証

（１） 前戦略プランの目標と成果 

前戦略プランでは、「個性と魅力が輝くまちづくり」の推進に向け、3つの目標を掲げ取り組んでき

ました。これらの取組を評価・整理すると次のとおりになります。 

目標１：川崎の対外的な認知度やイメージの向上 

川崎の持つさまざまな魅力について、対外的な認知度を高めるとともに、その魅力を川崎の良好

なイメージ形成につなげます。 

※[数値目標] 川崎市の都市イメージが良いと思う隣接都市在住者の割合：50％ 

⇒ 平成 15年度 / 26％ → 平成 25年度 / 54％

本市が実施している「都市イメージ調査」において、隣接都市在住者による川崎市に対する評価を

みると、都市イメージが良いと思う人の割合は、平成 15 年度に 26％だったものが平成 25 年度には

54％になり、当初目標の 50％を達成しています。（図表 3（3頁）参照） 

目標２：市民による川崎の魅力の再発見、市民としての誇りや一体感の醸成 

対外的な認知度やイメージ向上と合わせて、川崎市民が川崎の魅力を再発見することで、市民と

しての誇りや一体感の醸成につなげます。 

⇒ 今後も市内に住みたい人の割合：平成 15年度 / 69％ → 平成 25年度 / 76％

誇りや一体感の醸成については市民クラブである川崎フロンターレと連携し、スポーツを通じた魅

力あるまちづくりを行うとともに川崎のイメージアップを図る「川崎フロンターレ連携・魅力づくり

事業」など、市民のまちへの愛着と誇り、連帯感を育むことを目的としたさまざまな事業が行われて

います。 

なお、「かわさき市民アンケート」における今後も市内に住みたい人の割合をみると、平成 15年度

に 69％だった数値が平成 25 年度には 76％に上がっています。 

目標３：川崎らしさを活かした川崎ならではの魅力や活力の創出 

川崎の魅力や活力の創出に向けて、川崎が持っているさまざまな地域資源を積極的に活かしてい

くことで、川崎ならではの個性ある魅力づくりを進めます。 

⇒ ・イメージアップ事業 認定数：延べ 77事業 応募数：延べ 320 事業（平成 26年度現在）

・地域資源を活かした新たな魅力の創出：「工場夜景」、「音楽のまち」など 

川崎のイメージアップにつながる事業を市民、企業、団体など多様な主体（以下「市民･事業者等」

という。）から広く募集し、広報や資金面で支援する「イメージアップ事業認定制度」を平成 17 年度

から実施（77 事業を認定）し、さまざまな個性的な事業が展開され、川崎の魅力や活力の創出を推進

しています。 

また、前戦略プランの重点戦略に掲げられた事業を中心に、川崎の地域資源を活かし、新たな魅力

を創出しながら情報発信を実施してきました。工場夜景をはじめとする産業資源を活かした産業観光

の取組や臨海部等における先端技術の集積を活かした取組、「音楽のまち」の取組など、地域資源を

活用した施策・取組が数多く生まれ、川崎の魅力として定着してきています。 
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（２） 前戦略プランにおける課題

① 取組成果の指標 

目標１で掲げた川崎の対外的なイメージの向上については一定の成果を得ましたが、その他の目標、

特に市民の誇りや一体感の醸成等については、目標達成のための手段や判断基準を設けていなかった

こともあり、成果が不明瞭となっています。

そこで、獲得目標や明確な成果指標の設定が求められます。

② 進行管理 

計画期間を 10年間とし、「重点戦略」については 3年以内に集中的に取り組むこととしていました

が、計画期間内の見直しや途中経過の状況確認が十分ではなかったため、評価・反映がうまく循環す

るような仕組みを考える必要があります。 

③ 魅力発信の手法 

  これまで川崎にある多彩な魅力を発信してきましたが、一方で「川崎市」としての都市イメージに

統一感が無いとの指摘もあることから、より効果的な魅力発信手法等について検討する必要がありま

す。 

３ 本戦略プラン策定のねらい 

前戦略プランによる取組結果として、川崎の対外的なイメージや、市内への定住希望者の割合の上

昇といった成果を得ると同時に、課題も明らかになりました。 

本市では以前から、①細長い市域という地理的条件等により市としての一体感の形成が難しい、 

 ②東京への交通利便性の高さから、いわゆる「川崎都民」が多く居住するベッドタウンとしての性格  

が強いなどの特徴が指摘されており、そのため、「川崎市民」としてのアイデンティティ（地域への

帰属意識）が形成されづらい状況にあります。 

本戦略プランでは、前戦略プランによって得られた対外的なイメージや定住意向等の維持・向上に

努めつつ、市民が愛着や誇りを持って川崎市に住み、そこで働き、学び、川崎市民としてのアイデン

ティティ（地域への帰属意識）を形成するという視点を強化し、まちの一層の活性化や持続的な発展

を目指します。 

こうしたことを踏まえ、前戦略プランにおけるシティセールスの取組を一歩前進させ、都市ブラン

ドの強化とともに、川崎に幅広く存在する地域資源を更に磨き、発掘･創出するとともに、それらを

組み合わせて発信することで、市内外の人に川崎の魅力の浸透を促進させるなどの取組(シティプロ

モーション)を実施していくため、プランの名称を「川崎市シティプロモーション戦略プラン」とし、

より戦略的に推進していきます。 
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Ⅱ章 本戦略プランの考え方 

１ 本戦略プランの基本方針 

地方自治体の責務は、市民のために持続可能な地域社会の構築を実現することにあります。本市も、

地域特性や社会状況等を踏まえながら、子どもたちの笑顔があふれ、各世代が社会に貢献しながら生

きがいを持つことができ、また、産業都市として力強く発展し続け、成長と成熟が調和していく持続

可能な都市となることを目指しています。

そのためにも、本戦略プランでは、川崎の魅力・地域資源を更に磨き上げ、市民･事業者等が地域の

魅力を自発的に発信できる環境を構築し、市内外への情報発信を充実させ、自らが川崎に愛着や誇り

を持ち“川崎とはどのようなまちか”を語れるようになること、そして市外の人々が川崎に住みたい、

訪れたい、また、そこで働きたい、学びたいなどと思えるようになることをねらいとしています。

そこで、川崎の特徴（強みや弱みなど）を踏まえて本戦略プランの基本方針を次の 3 点とし、これ

らに沿って取り組んでいくこととします。

【基本方針】

①川崎は、個々に特色のある地域、また市民･事業者等による多種多様な取組や活動の集合体である

からこそ、多面性のある魅力的なまちとなっており、この特徴を活かす。 

②各地域の市民が“自分たちのまちとはどのようなまちか”と“川崎とはどのようなまちか”の両方

を認識し、語れるようになる。 

③魅力発信は市内向け/市外向けともに重要であり、行政、市民、企業、団体など多様な主体が、そ

れぞれの活動の特徴を活かした発信を行うとともに、相互が連携して実施する。
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２ 本戦略プランの目標

前述の基本方針を踏まえ、本戦略プランの目標は次の 2つとします。 

（１） 目標１ 市民の「川崎への愛着・誇り（シビックプライド）」の醸成 

川崎の魅力･地域資源の発掘や情報発信を強化することにより、市内外に川崎の魅力を浸透させ、

結果として市民の「川崎への愛着・誇り（シビックプライド）」が醸成されることを目標の一つとし

ます。 

シビックプライドは、「都市に対する愛着・誇り」や「市民としての自負心」を表す概念で、市民･

事業者等がシビックプライドを持つことで都市の一層の活性化と持続的な発展につながります。そこ

で、本戦略プランでは「シビックプライドの醸成」に着目し、取り組んでいくこととします。 

こうしたシビックプライドの醸成により、当事者意識を持って主体的に地域に関わる市民が増え、

地域がより活性化し、それが更なるシビックプライドへと結び付いていきます。 

（２） 目標２ 川崎の対外的な認知度やイメージの向上 

川崎が賑わい・活力を持ち、一層の活性化と持続的な発展を続けていくためには、川崎への定住者

や来訪者の増加を促進するとともに、川崎の特長（人材・技術・首都圏立地）を活かした企業誘致の

推進も必要です。そこで、定住先や訪問先、ビジネスの場として選択されるよう、川崎の対外的な認

知度やイメージの向上をもう一つの目標として位置付けます。そのため、引き続き市外に向けて川崎

にある多彩な魅力･地域資源の情報を、さまざまな媒体を活用し戦略的･効果的に発信していくことと

します。 

対外的な認知度やイメージが向上することは、市民･事業者等が自信や誇りを持つことにつながり、

目標 1で醸成されたシビックプライドが更に醸成されていくことになります。このような好循環が形

成されるようになると、市民･事業者等による市外への推奨が推進され、対外的な認知度やイメージ

が向上することとなります。 

目標１ 市民の「川崎への愛着・誇り（シビックプライド）」の醸成

川崎の多彩な魅力・地域資源を更に多くの市民に知ってもらい、これらの浸透を促進させること

によって、市民の「川崎への愛着・誇り（シビックプライド）」の醸成を目指します。また、愛着

や誇りが醸成され、市民が自分のまちを市外に推奨することにより、「目標2 川崎の対外的な認知

度やイメージの向上」につなげます。 

目標２ 川崎の対外的な認知度やイメージの向上 

魅力・地域資源の情報発信、市民による市外への推奨などにより、川崎の対外的な認知度やイメ

ージを向上させ、市外における川崎ファンを獲得していきます。

また、認知度やイメージが向上することが川崎市民にとっての自信へとつながり、「目標1 市民

の『川崎への愛着・誇り（シビックプライド）』の醸成」がより促進されることを目指します。
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◇目標１及び２による好循環（ポジティブスパイラル）

①市内の魅力ある資源の発掘や魅力発信の強化 

目標１及び 2 を達成するためには、市内外に対して川崎の魅力を発信し、浸透させていく必要があります。川崎には

多彩な魅力がありますが、各種統計調査の結果1からは、各魅力の認知度には差（川崎大師 91.1％、かわさき宙と緑の

科学館 26.3％など）があることが分かります。 

本戦略プランでは、川崎にある魅力･地域資源を整理、発掘･創出した上で、市内外への発信を強化します。特に、市

民に対する発信を強化することで、シビックプライドの醸成につなげていきます。 

②市民のシビックプライド醸成 

市内外へ情報発信し、市民に対して川崎の魅力を浸透させていくことにより、市民の満足度を高め、市内の川崎ファ

ンを増やしていくことにつなげます。 

また、川崎の魅力を市民とともに創り出し、市民一人ひとりのアイデアや思いをまちづくりに反映させていくことで、市

民はより愛着や誇りを持てるようになります。 

こうしたシビックプライドが高まりは、「③地域社会への参画の高まり」や「⑤市民による市外への推奨」へとつながって

いくことになります。 

③地域社会への参画意識の高まり 

シビックプライドが醸成されることで、市民の満足度が高まり、市内の川崎ファンが増えます。それによって、市民一人

ひとりが当事者意識を持って主体的に行動するようになり、地域社会への参画意識が高まっていきます。 

④川崎の魅力の更なる向上 

地域社会への参画意識の高まりにより、市民同士のつながりが深まり、防災・防犯へとつながり、地域で支え合うまち

が形成されていくこととなります。さらに、川崎に魅力を感じる企業・産業が進出することなどが期待され、市民の生活と

都市の発展が相互に成長し、結果として川崎の魅力がより向上していきます。 

こうした都市の魅力の高まりは市民の自信や誇りへとつながり、更にシビックプライドが醸成されます。 

⑤市民による市外への推奨 

都市の魅力の高まりにより、シビックプライドが醸成された市民が、口コミなどにより川崎の魅力を市内はもちろんのこ

と、市外へも発信、推奨していきます。

⑥市外での認知度やイメージの向上

市民による市外への魅力情報の発信や市外への推奨により、市外での認知度やイメージが向上し、市民は自

身のまちに対してより自信を持つことができるため、シビックプライドが更に高められることとなります。 

1川崎市「平成25年度川崎市『都市イメージ調査』」、ブランド総合研究所「地域ブランド調査2014」、川崎市「平成24年版大都市比較統 

計年表から見た川崎市」

※各段階は、①～⑥の順に循環する

だけではなく、順に関係なく、 

相互に作用することもあります。 

①市内の魅力ある資源の発掘や 

魅力発信の強化 

②市民のシビックプライド 

醸成

③地域社会への

参画の高まり

④川崎の魅力の

更なる向上

⑤市民による

市外への推奨

⑥市外での認知度や 

イメージの向上
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３ 目標達成に向けた魅力発信 

（１） 戦略的な魅力発信の重要性 

目標1及び 2を達成するためには、戦略的な魅力発信を行うことが重要になります。そのためには、

市内外の人々に川崎の魅力を知り、興味を持ち、行動に移し、もしくは共有・拡散をしてもらえるか

という視点が必要になります。 

本戦略プランでは戦略的な魅力発信を行い、市民のシビックプライドを醸成させ、「ポジティブス

パイラル」を誘引することによって、本戦略プランの目標を達成することとします。 

（２） 戦略的な魅力発信の段階 

戦略的な魅力発信には、①魅力を伝えたい対象がどのような人々で、どのように考え、また行動す

るかを考慮の上、②発信する魅力･地域資源を整理、発掘・創出し、③発信する情報の見せ方を工夫

し、④情報を拡散し、⑤行動に移してもらうことが重要となります。 

なお、①と②の順番が逆になる（既に発信したい魅力･地域資源がある）場合は、その魅力･地域資

源がどのような属性（年齢、性別等）の人々･事業者に有効かを考慮の上、③、④を行っていくこと

になります。 

① 対象者の属性と段階を考慮し、戦略を立てる 

発信する情報の内容によって、対象者が異なります。対象者は年齢、地域、職業、状況などの属性

によって分類し、情報発信をする際、“どの分類に向けて発信する”を明確にする必要があります。

また、対象者は、「すでにその情報を知っている」、「知っていて興味を持っている」、「興味を持ち

行動に移している」といった、持っている情報量や興味･関心度合によって段階に分かれており、そ

の段階に応じて行動しています。各段階によって必要としている情報やその情報発信に有効な手段が

異なります。

こうした対象者の属性と段階を考慮して、誰にどのようにして発信していくかという戦略を立てて

いきます。発信手段としてはイベント、インターネット、紙媒体などさまざまな形態が考えられるた

め、その中から最適なものを選択したり組み合わせたりして、活用していきます。

② 発信する魅力･地域資源を整理、発掘・創出する 

川崎には有名・無名、顕在・潜在にかかわらず、多彩な魅力･地域資源が存在していますが、それ

らの発信が散発的になると、個々の印象が薄れ、魅力が十分に伝わらなくなります。そこで、魅力･

地域資源を整理し、体系立てた上で、効果的に発信することが重要となります。

また、対象者の興味･関心を引くためには、魅力･地域資源を新たに発掘･創出し、発信する情報の

内容を充実させることも必要となります。

③ 発信する情報の見せ方を工夫する 

発信する魅力･地域資源を決定したら、対象者の興味･関心をより引くように、イベント内容、ポス

ター･チラシなどのデザインなどで見せ方･伝え方を工夫します。
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④ 情報を拡散する 

発信する情報の準備が整ったら、イベントの実施時期や季節性、時事性を考慮し、適切なタイミン

グで発信し、拡散させていきます。

拡散の手段は上記①の段階において選択していますが、発信して終わりではなく、発信した後もそ

の情報を受け取った人々の反応を確認し、より良い発信手段を検討していくことが重要になります。

⑤ 市民に知ってもらい、興味を持ってもらい、行動に移してもらう

拡散させた情報を見て興味・関心を持った人が、より詳しい情報を得られる場所（ホームページ等）

を用意しておく必要があります。また、その詳しい情報に簡単にたどり着けるよう配慮することも必

要です。

さらに、詳細を知った人が、この情報を他の人に伝えたいと思える仕掛けや、自分も参加したいと

思えるイベントなどを用意し、市民の参加につなげることができます。

① 対象者の属性と段階を考慮し、戦略を立てる

③ 発信する情報の見せ方を工夫する 

② 発信する魅力･地域資源を整理、発掘・創出する 

④ 情報を拡散する

⑤ 
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４ 本戦略プランの枠組 

（１） 本戦略プランの構造と計画期間 

① 計画期間 

前戦略プランでは計画期間を 10 年程度としていましたが、「重点戦略」については、他の取組とは

区分して 3年以内に集中的に取り組むものと整理していました。 

本戦略プランにおいても、前戦略プランを踏襲し、計画期間を概ね 10 年間として目標を設定する

とともに、「コミュニケーション戦略」など目標達成のための道筋を示すこととします。 

② シティプロモーション推進実施計画の策定 

近年は社会経済情勢の変化が非常に早く、数年後には本市を取り巻く環境が大きく変化しているこ

とが想定されます。 

そこで、本戦略プランにおいては、計画期間中、戦略プランに係る取組の実施状況を適切に評価、

見直し及び反映し、かつ、その実効性をより高めるために 2ないしは 4年を計画期間とする「シティ

プロモーション推進実施計画」（以下、「実施計画」という。）を策定します。実施計画の計画期間は、

市総合計画の実施計画期間と合わせることにより、更に実効性の高い運用を可能とします。 

このように具体的な短期計画を策定することにより、第 1次計画から第 2次計画へと移行する際に

必然的に評価・見直しすることとなり、最新の状況に対応し、プランに反映することができます。 

③ 実施計画における本戦略プランへの反映 

実施計画の改定に伴い、本戦略プランの評価・確認の結果、成果指標、内容等を見直す必要性が生

じた場合は、その時の状況に応じて柔軟に対応していきます。

（２） 上位・関連計画との関係性 

平成 27 年度内に策定予定の新たな総合計画や、観光振興プラン･国際施策推進プランなどの各種分

野別計画の状況に応じ、実施計画においても適宜整合性を図ります。 

第１次 

実施計画

第２次 

実施計画

第３次 

実施計画

プラン

策定

第１次計画の評価・見直し 

反映 

第２次計画の策定 

第２次計画の評価・見直し 

反映 

第３次計画の策定 

プラン全体の 

評価・見直し 

第１次 

実施計画 

策定 

シティプロモーション戦略プラン 【概ね 10年間】 
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Ⅲ章 発信する魅力分野 

１ 特徴的な分野 

本戦略プランの目標を実現するためには、Ⅱ章－3－（2）－②でも示したとおり、川崎の多彩な魅

力を整理し、発掘・創出し、特徴的な分野に分類した上で発信していくことが必要です。 

ここでは、今後、川崎が注力して魅力を伝えるべき分野は何か、そして、各分野について具体的に

どのような魅力を伝えていくかについて分類します。 

前戦略プランにおいては、目標の達成に向けて、「産業・研究開発」「文化芸術」「スポーツ」「自然」

の 4 分野を「重点戦略」と位置付け、この 10 年間、重点的に魅力情報を発信してきました。これら

の分野については、現在も川崎の強みであることから、本戦略プランにおいても、引き続き特徴的な

分野として位置付けます。 

また、川崎は、交通利便性が高く、子育て・教育環境の充実等に向けた取組が進められるなど、暮

らしやすさの面でも注目されています。そこで、本戦略プランの策定にあたっては、「生活」分野を

加え、5つの特徴的な分野に分類します。 

（１）産業･研究開発分野 

 川崎は、以前から「産業都市」というイメージが定着しており、各種統計調査2からもこれが裏付け

られています。近年では、先端産業・研究開発機関の集積や公害を克服することにより培われた環境

技術等が川崎の魅力となっています。また、ものづくりに携わる技術・技能職者による技の普及・継

承や、産業を地域資源と捉えた交流人口の獲得を目指す産業観光を推進しており、川崎の産業の更な

る活性化につながっています。 

具体例 

◆先端技術・研究開発拠点（キングスカイフロント、新川崎･創造のもりなど） 

◆環境技術・再生可能エネルギー（川崎エコタウン、メガソーラー、水素発電など） 

◆産業観光の推進（工場夜景ツアー、工場見学など） 

◆かわさきマイスター 

（２）文化芸術分野 

 川崎では、ミューザ川崎シンフォニーホールを核とし、市内にある音楽大学やフランチャイズオ

ーケストラなどの音楽資源を活用した「音楽のまち」の取組や、市内にある 4 つのシネコンや映画

の大学など、豊富な映像資源を活用し川崎の魅力を発信する「映像のまち」の取組を推進していま

す。また、美術館･博物館などの魅力的な施設が多数あり、文化芸術や歴史を身近に感じることがで

きる環境が整っています。 

2脚注 1（8頁）のとおり 
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具体例 

◆音楽のまちづくりの推進（フェスタサマーミューザ KAWASAKI、かわさき市民第九コンサートなど）

◆映像のまちづくりの推進（「映像のまち・かわさき」フェスティバル、教育現場での映像づくりの

支援など） 

◆魅力的な文化施設等（藤子・F・不二雄ミュージアム、岡本太郎美術館など） 

◆川崎の歴史・文化資源（東海道かわさき宿交流館、橘樹官衙遺跡群など） 

（３）スポーツ分野 

川崎には、川崎フロンターレをはじめとした第一線で活躍するさまざまなスポーツチームが存在し、

選手と直接触れ合える市民向けのスポーツ教室やイベントの開催など、地域密着型の活動を展開して

います。また、市民が気軽に参加できるイベントを開催するなど、年齢や性別を問わず、誰もが生涯

にわたって日常的にスポーツに親しみ、楽しむことができるまちづくりを推進しています。さらに、

国際大会、全国大会など大規模な競技大会の誘致に努めています。

具体例 

◆プロスポーツチームとの連携・協働 

◆ホームタウンスポーツの推進 

◆生涯スポーツの推進（多摩川ランフェスタ、川崎市障害者スポーツ大会など） 

◆大規模スポーツ大会の誘致・開催

（４）自然分野 

 産業都市のイメージが強い川崎ですが、生田緑地をはじめとする緑など、大都市に残る自然資源を

有しています。また、多摩川の広大な河川空間は、市民の憩いの場であると同時に、さまざまな活動

の場となっています。大都市の中に残る自然資源を活用し、魅力づくりを進めるとともに、産業と対

比しながら、川崎の持つ意外性を打ち出すテーマとなっています。

具体例 

◆大都市に残る豊かな自然・里山風景 

◆多摩川の魅力資源を活かした活動 

◆協働の取組による緑の保全・創出・育成 

◆総合公園（富士見公園、等々力緑地など）

（５）生活分野 

 川崎は、首都圏主要駅へのアクセスの良さや羽田空港に近接していることなど、交通利便性に恵ま

れており、川崎駅・武蔵小杉駅・新百合ヶ丘駅周辺の拠点整備などにより、魅力あふれるまちづくり

を推進しています。また、安心して子どもを生み、育てられる子育て・教育環境の充実をはじめとし

た安心のふるさとづくりに取り組んでいます。さらに、地域課題の解決に向け、多様な主体間で協働・

連携による取組が行われるなど、市全体で暮らしやすさを創出しています。 
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具体例 

◆魅力ある都市機能（交通アクセス・ショッピングなど） 

◆子育て・教育環境の充実 

◆保健・医療・福祉施策の推進（地域包括ケアシステムなど） 

◆幅広い市民活動の展開 

２ 分野間の連携 

前述したとおり、本プランの目標を達成するためには、川崎の多彩な魅力を特徴的な分野に分類し、

情報を発信することが必要ですが、各分野を連携させることにより、新たな魅力や価値が生まれること

が考えられ、また、すでに複合的に展開しているものも多いため、事業を実施する際には、連携という

視点を持ちながら、取り組んでいくことが重要となります。

 このように、魅力発信にあたっては、分野ごとに注目するだけではなく、各分野を互いに関わりのあ

るものと捉えることにより、川崎全体の魅力を更に向上させていくことが可能になります。

◆生活 

魅力ある都市機能、子育て 

・教育環境の充実など 

◆産業・研究開発 

先端技術・研究開発拠点、環境 

技術・再生可能エネルギーなど 

◆文化芸術 

音楽のまちづくりの 

推進や映像のまちづ 

くりの推進など 

◆スポーツ 

プロスポーツチームとの連携 

・協働、ホームタウンスポーツ 

の推進など 

◆自然 

大都市に残る豊かな 

自然・里山風景など 



15 

Ⅳ章 コミュニケーション戦略 

 本戦略プランにおけるコミュニケーション戦略とは、川崎の魅力を伝えたい人々に対し、単に情報を

伝えることにとどまらず、確実に伝えることにより川崎に対する興味・関心を引き起こし、周囲に情報

を共有させ、さらに、情報を受け取った人々の意識や行動を変容させるための戦略のことです。 

川崎の魅力をどれほど磨き、整理、発掘・創出しても、市内外の人々に認知されなければ、本戦略プ

ランの目標を達成することはできません。 

そこで、本章では、効果的に情報を発信し、川崎の魅力を伝えていくための考え方や手法を整理しま

す。 

１ コミュニケーション戦略の展開 

川崎の魅力を効果的に情報発信するために、情報の受け手を意識した情報発信を実施するとともに、

各魅力の特徴を活かしながらも統一感のある情報発信を実施するという 2つの戦略で展開します。 

（１） 受け手を意識した情報発信 

① 段階に応じた情報発信 

人々の行動パターンは「情報を知る」→「関心を持つ」→「調べる」→「実際に行く」→「体験す

る･関係づくり」といった段階を経て変容していくこととなり、各段階において他の段階とも情報の

共有がなされています。また、変容の段階によって得たい情報の内容、量、取得方法が異なります。

そのため、情報発信を行う際には、「どの段階に向けて情報を発信するのか」ということを明確にし、

その段階に適した方法で発信していきます。

② 連続した情報発信 

魅力情報を発信し、情報の存在や内容を受け手にしっかり認識してもらうためには、受け手の反応

を注視しながら、「知ってもらうための情報」→「興味を持ってもらうための情報」→「実際に行っ

てもらうための情報」など、連続して発信することが必要です。

③ 適切な手段による情報発信 

川崎の魅力を発信する際、広報紙やホームページ、SNS3などさまざまな情報発信手段がありますが、

「利用者層が異なる」、「掲載できる情報の種類・情報量が異なる」、「発信可能回数が異なる（1 回の

み・何回でも可能）」など、それぞれの手段によって特性があることを理解する必要があります。 

また、情報の受け手の関心度や各手段の特性に応じた、適切な情報発信を行うために、例えば「SNS

で知ってもらい、ホームページで詳しい内容を調べてもらって、実際に行って（体験して）もらう」

といった流れを想定することが重要です。 

3SNSはソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型の 

webサイトのこと。
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（２）統一感のある情報発信 

これまで個々の魅力について個別に情報を発信していましたが、川崎全体のイメージが分かりづら

いということが課題となっています。そこで、それぞれの魅力や地域資源の特徴を活かしつつも、統

一的な情報発信を行うこととします。 

そのために、本市では「ブランドメッセージ」（企業や自治体などの魅力及び考え方を反映した言

葉）を設定し、活用していきます。 

２ 情報の受け手の段階に応じた情報発信 

コミュニケーション戦略を展開していく際に、「どの段階の人々に」、「どの手段を活用して」、魅力情

報を発信していくかが重要であることを本章１－（１）で示しました。次の図は電通abic project（2009）

の「『AISAS（アイサス：Attention,Interest,Search,Action,Share）』に『体験（Experience）』『関係

性（Relationship）』」を加えたモデル”をもとに作成した、情報を得ることによって地域への居住や来

訪等に対する人々の意識・行動が変化していくことを示した図です。大きな流れとしては、左から右へ

「知る」、「関心を持つ」、「調べる」、「行く」、「体験する・関係づくり」の段階を経て、「住みたい・行

きたい・働きたい・進出（企業など）したい」という意向へとつながっていきます。また、各段階にお

いて他の段階とも情報の共有がなされており、相互に影響を与えています。 

魅力情報を発信していく際に、どの段階でどの手段をどのように用いるのか、次に説明します。

（１）知る（Attention） 

まず、川崎にある多彩な魅力の存在を、多くの人々に認知してもらうことが必要です。そのために

は、市内外に向けて幅広く発信することのできる手段を用いていきます。 

市内に向けては、市内で広く配布されている、市政だよりをはじめとした広報紙などが有効です。 

市内外に向けては、対価を支払って新聞・雑誌等に掲出する広告が有効です。また、報道機関等へ

の資料提供などによって、メディアへの露出（パブリシティ）を獲得することも重要です。そのため

には、「○○初」等の「差別的優位性」、「市役所が今流行りのこんなことをやるんだ」等の「トレ

知る

Attention

関心を 

持つ
Interest

調べる

Search

行 

Action

体験する

関係づくり

Relationship

住
み
た
い･

行
き
た
い･

働
き
た
い･

進
出
し
た
い

共有する Share
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ンド（流行）とギャップ（意外性）」などによって、施策の見せ方を工夫するなど、メディアが取り

上げたくなる仕掛けが必要です。 

（２） 関心を持つ（lnterest） 

認知を獲得した後は、その情報に対して関心を持ってもらう、つまりその情報が自分に関係がある

と認識してもらうこと（当事者化）が必要です。多種多様な情報が発信されている中で、いかに自分

と関係のある情報かを認識してもらうことが重要です。そのためには、施策や計画が自分の生活に関

わっていることを分かりやすく伝えるため、ある家族をモデルとし、具体例を挙げながら漫画等で情

報発信するなど、どのような属性の人々に発信するかを明確にして、その人々に応じた手段を用いて

情報を発信することが有効です。 

また、第三者との関係性の中での当事者化、つまり、川崎の魅力などが他者から認められたと市民

が感じるように発信することも有効です。例えば、川崎マリエンから見える工場夜景の「日本夜景遺

産認定」など第三者から認められたという事実を、情報発信の際は必ず活用することなどがあります。 

（３） 調べる（Search） 

関係を持つようになった人々に対しては、得たい情報、関心を持った情報の詳細を確実に入手でき

るようにしておくことが必要です。

そのためには、ポスターに二次元コード（QRコードなど）をつけるなど、それぞれの手段において

情報を入手しやすいような環境を整備しておくこと、また、それぞれの手段で発信できる情報量には

限りがあるため、ホームページなど、より情報量の多い手段へと誘導する道筋を整理しておくことが

必要です。

（４） 行く（Action） 

得たい情報、関心を持った情報にたどり着いた人々に対しては、行動へと促していくことが必要で

す。

そのためには、イベント等への申込方法を簡易にし、行動するために必要な情報（イベント開催の

日時・場所等）を提供するとともに、より面白い魅力･新しい魅力を発信し、川崎に対する人々の期

待感を高めていくことが必要となります。

（５） 体験する（Experience）・関係づくり（Relationship） 

行動を起こした人々には、川崎の多彩な魅力･地域資源をいかに体験してもらうかが重要です。体

験の価値は、その地域での体験・経験を通して生まれるものであり、その体験が印象的・感動的であ

るほど、価値が高まり、リピーターを作り出します。その結果、体験した人々と地域との良い関係性

が構築されます。

そのためには、イベント自体を情報発信手段と捉え、情報を伝えたい人々に来てもらえるような企

画により開催したり、また、多くの人が魅力を体験できるようなイベントを企画・開催し、地域文化

等を幅広く周知したりしていくことが考えられます。
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（６） 共有（Share） 

コミュニケーションをとる手段が発達している現在、人々の間での情報共有が現実の口コミだけで

はなく、SNS などインターネット上でもなされ、簡易に情報を共有することが可能となっています。   

そのため、いかに情報を人々に共有してもらうかが重要になってきていることから、インターネッ

ト上で情報を共有できる場所の整備等を行う必要があります。このことにより、行動の各段階におい

て感想や意見の共有を促進することができ、効果的、持続的な情報発信を行うことが可能となります。 
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３ コミュニケーション戦略による特徴的な分野の発信 

  ここまで述べてきたコミュニケーション戦略とⅢ章で設定した 5 つの特徴的な分野を組み合わせ、

次のように魅力情報を発信していきます。 

次の図は、本章で示した情報の受け手の段階を横軸に、Ⅲ章で示した特徴的な分野を縦軸にとり、

その関係を図示したものです。 

各分野の魅力情報を発信していく際には、横軸の情報の受け手の行動変容に合わせて、どのように

情報を発信するのが効果的かを意識することが重要です。そこで、縦軸と横軸の交差する部分に当て

はまる具体的な取組を検討し、その取組を活用して魅力情報を発信していきます。 

例えば、「産業・研究開発」と「体験・関係づくり」とが交差する部分においては、「川崎の先端技

術を体験できるイベントを開催する」ことなどが考えられます。 

  なお、当てはまる取組については、実施計画で具体化していきます。 

（5）体験する 
・関係づくり 

<段    階> 

<

分

野>
 

（1）知る （2）関心を持つ （3）調べる （4）行く 

産業・ 

研究開発 

文化芸術 

スポーツ 

自然 

生活 

（6） 共  有 
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４ブランドメッセージの設定･活用  

本市には、「音楽のまち」、「スポーツのまち」などの取組や、個々の特色ある地域があります。しか

しながら、それぞれのイメージを活かすと川崎全体のイメージがなくなり、無理にまとめてしまうと川

崎のイメージがぼんやりしてしまうという課題があります。そこで、それぞれの取組や地域の特色を活

かしながら、ブランドメッセージを用いた統一感のある情報発信を行います。 

（１）ブランドメッセージの設定 

ブランドメッセージは、企業や自治体などの魅力及び考え方を反映した言葉です。多彩な魅力を一

言で表現し、「将来的にどうありたいか」という方向性も含んだ言葉であり、共感を生むためのもの

です。

本市では、ブランドメッセージを設定し、市内外に対して川崎の魅力と将来への方向性を発信する

ことにより、「他自治体とはどこが違うのか」、「何がどのように素晴らしいのか」を明らかにし、よ

り良いイメージを持った「川崎」というブランドを形成していきます。これにより、川崎への愛着や

誇りを醸成し、信頼を強め、ブランド力を更に高める、という好循環を生み出していきます。

◆企業の活用事例：企業メッセージ 企業名想起率 TOP10 

順位 企業名 メッセージ 想起率（%） 

1 ロッテ お口の恋人 78.7 
2 ファミリーマート あなたと、コンビに、ファミリーマート 67.7 
3 ニトリ 「お、ねだん以上。」ニトリ 65.0 
4 コスモ石油 ココロも満タンに 55.1 
5 カルピス カラダにピース CALPIS 47.3 
6 ケーズホールディングス 新製品が安い 38.5 
7 日本マクドナルドホールディングス I’m lovin’ it 36.1 
8 日立製作所 Inspire the Next 34.5 
9 ローソン マチのほっとステーション 33.7 
10 マツダ ZOOM-ZOOM（ズームズーム） 33.2 

（出典） 日経 BPマーケティング「企業メッセージ調査 2013」 

（２）ブランドメッセージの活用 

ブランドメッセージは、川崎全体のイメージ戦略として、市内外の方に川崎に対する関心を持たせ

高める仕掛け（“川崎はこんなまち”といったイメージポスターや広告など）として活用していきま

す。また、さまざまな市の取組や情報の発信時に、常にブランドメッセージを関連付けていくことで、

川崎のイメージを市内外に定着させていきます。

さらに、川崎市全体でイメージの定着を図るため、市民･事業者等が各自の活動をアピールする際

にも、ブランドメッセージを活用するよう働きかけ、また、その活用方法についても市民･事業者等

とともに考えていきます。
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◆自治体の活用事例：浜松市「出世の街」 

徳川家康にゆかりのある浜松市では、「出世の街」というブランドイメージを明確にし、市内の

さまざまな活動において「出世の街」という意味を付与している。（例：市内飲食店による「出世

飯」の開発など）

（３）ブランドメッセージの作成 

① 市民参加によるブランドメッセージ作成 

  ブランドメッセージ作成の際には、それぞれの過程において市民の参加を得ることで、「自分が参

加して作られた」という当事者意識を醸成していきます。それにより、ブランドメッセージ設定後

の市民・事業者等による活用につなげていきます。

ア 魅力抽出 

（市民による魅力

発見） 

市民の参加によるワークショップ等において魅力を抽出する。出してもらう魅力の数

を多くすることで、地元の人しか知らない隠れた魅力も発掘されることとなる。また、

新しく転入してきた人は、客観的な視点により、地元の人には当然だったものを魅

力として再発見することができる。 

イ 確認 

数多く出された魅力のうち、いくつかを実際見に行ったりイベントを開いたりするな

ど、魅力の確認を行う。これにより、「昔は○○があった」といったような物語を引き

出すことができ、歴史的背景などによる魅力の裏付けが可能となる。 

ウ 編集 
市民から出された魅力をいくつかの魅力グループにまとめ、ブランドメッセージ候補

を複数つくる。 

エ 選定 複数つくられたブランドメッセージ候補の中から、市民参加によって選定する。 

② 作成にあたってのポイント

ア 地域性・本質性 

編集段階において、抽出された魅力を単に共通のグループにまとめていくのでは

なく、歴史･文化･風土などの地域性を根底に置き、かつその背後にある本質的な

意味を見出し、意識していくことが重要となる。 

イ メッセージ性 
地域性・本質性を踏まえ、川崎が「将来的にどうありたいか」という方向性が含まれ

たメッセージであることが重要となる。 

ウ 汎用性 

ブランドメッセージは多くの人に広がり活用されやすいものでなくてはならない。そ

のためシンプルなものが好ましく、さまざまな発想へと広がりやすいことや、解釈の

余地を持たせることで多様な場面で活用しやすいものとすることが求められる。 
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Ⅴ章 本戦略プラン運用のための仕組み 

１ 目標達成状況を測るための成果指標 

（１） 定量的評価 

本戦略プランの目標である「市民の『川崎への愛着・誇り（シビックプライド）』の醸成」と目標 2

「川崎の対外的な認知度やイメージの向上」の 2つの達成に向け、次のとおり目標ごとに成果指標を設

定し、取組の有効性を検証します。 

 なお、目標値に向けた数値の動態については、実施計画最終年度にアンケート調査を実施し、把握し

ていくものとします。

① 目標１の指標 

目標 1では、市民の川崎への愛着や誇り（シビックプライド）が醸成されることを目指しています。 

市民のシビックプライドが醸成されているかを測るための指標として、ここでは「シビックプライ

ド指標」を用いることとします。 

また、シビックプライドが醸成されると、市民が市外へ川崎を推奨するようになることが考えられ

るため、この推奨度もあわせて測ることとし、その指標として「ネットプロモータースコア」を用い

ることとします。 

この 2つの指標により、目標 1の達成度を測っていきます。 

◆シビックプライドの醸成に係る成果指標 

市民の愛着と誇りの醸成度を測る指標として「シビックプライド指標」を用います。 

 シビックプライド指標は、川崎への「愛着」、「誇り」の 2項目で構成し、各項目において「川崎

市に愛着を持っているか」「今後も川崎市に住み続けたいか」など、複数の設問に回答を求め、結

果を集計し数値を算出するものとします。 

◎指標：シビックプライド指標 

◎目標値   

平成 26年度 平成 36年度 

愛着 6.0 7.0 

誇り 5.0 6.0 

誇り

愛着

1 5 10 

最低点 最高点
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◆市外への推奨度に係る成果指標 

市民の市外への推奨度を測る指標として「ネットプロモータースコア」を用います。 

ネットプロモータースコアでは、「川崎市への居住を薦めることができるか」「川崎市への来訪を

薦めることができるか」の 2項目について回答を求め、その結果を集計し、得点化するものとしま

す。 

◎指標：ネットプロモータースコア 

◎目標値

平成 26年度 平成 36年度 

あなたは、川崎市に住むことを友人・知人に薦めたいです

か。
10.5 20.0

あなたは、川崎市に買い物・遊びなどで訪れることを友人・

知人に薦めたいですか。
3.5 7.0 

② 目標２の指標 

   目標 2では、川崎の対外的な認知度やイメージの向上を図るため、魅力発信の強化を行っていき

ます。それを測る指標としては「隣接都市在住者における川崎のイメージを良いと思う人の割合」

を継続して用います。この割合については、これまでの調査においても、市内でのイベント開催や

施設のオープン、事件・事故等の影響を受けやすい数値です。そうした中であっても、安定的に 50％

を超える数値を維持し、さらには向上することを目標とします。 

（２） 定性的評価 

① 定性的な評価を用いる目的 

数値化された成果指標は、達成度（プランの実施状況）が明確に把握できる、また取組結果を有

効に検証できる、というメリットがあります。しかし一方で、調査時の社会状況・事件等が数値に

影響を及ぼす可能性があり、また、「何によってその結果となったか」というプロセスを評価・分

析しにくく、他の取組への反映が容易でない、というデメリットがあります。

◎指標：隣接都市在住者による川崎市に対する評価 

◎目標値 

計画期間中 

あなたは、川崎市のイメージについて、どのように思いますか。 
良いと思う人の割合 

50％以上

-100 100 0 
来訪

居住 最高点最低点
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以上の観点から、本戦略プランの評価にあたっては「目標値を達成したか」ということだけでは

なく、「どのような実感を持っているのか」ということを把握することとし、定量的な評価だけで

はなく、定性的な評価もあわせて行うこととします。

 ② 評価視点及び方法 

評価すべき視点は次のとおりとします。

【評価視点】

市民の「川崎への愛着・誇り」、「市内外への推奨」及び「都市の魅力の向上」などについて、

 ①プラン策定時もしくは前回評価時と比較して状況が変わっているか

 ②その要因は何か（今後の施策に反映すべき点は何か）

に着目し、市民･事業者等の実感によって評価する。

評価は、定量的な評価の実施時期に合わせて行います。実施方法は、次に示すものを想定し、状

況に応じて選択します。

○会議体における議論 

市内で実際に生活している市民、市内で活動等を行う市民活動団体や事業者、また、専門知識

により客観的に評価分析することのできる学識経験者などを構成員とした会議体により、意見聴

取を行う。

○インタビュー調査（聞き取り形式等） 

市民・事業者等に対して、街頭インタビューなどにより聞き取り調査を行う。

○アンケート調査における自由回答 

市で実施しているアンケート調査などにおける自由回答欄の記載内容から、情報を抽出する。

２ 推進体制 

本戦略プランを実効性のあるものにするためには、推進体制の充実が必要です。

そのためには、庁内の横断的な取組とともに、行政、市民、企業、団体など多様な主体が個々に活動

するとともに連携・協働するオール川崎の取組が重要となります。

そこで、庁内の取組を推進するため、シティプロモーション担当部門の体制の充実を図り、各局・区

との連携を強化していきます。また、オール川崎の取組を推進するため、すでに行われている、異なる

分野の市民・事業者等が協力して新たな価値を生み出す取組の裾野を広げる等、多様な主体が連携・協

働して川崎の魅力の発掘・創出や魅力情報の発信に取り組める環境を整えていくこととします。

以上を踏まえ、次のとおり、取組の推進にあたっての仕組みや主体間の関係を整理します。

（１） PDCA サイクルの仕組み 

シティプロモーションを推進するため、計画（Plan）を立て、実行（Do）し、確認・評価（Check）
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をし、改善（Action）していく「PDCA サイクル」により、継続的に評価・改善を行っていきます。 

そこで本戦略プランでは、2 ないしは 4 年を計画期間とする実施計画（Plan）を策定し、3 期に分

けて推進（Do）していくこととし（11 頁参照）、第 1期から第 2期へと移行する際に確認・評価（Check）

を行い、社会状況の変化など最新の状況を加味し、課題を次期実施計画へ反映 （Action）していき

ます。 

また、確認・評価（Check）を客観的に行う仕組みとして、定量的評価、定性的評価の両面から評

価を実施することとします（本章 1－（1）、（2））。 

（２） 行政と市民・事業者等の関係 

シティプロモーションの目標を達成するためには、行政が単独で取組を行うのではなく、市民・事

業者等と連携・協働して推進していくことが不可欠です。

現時点においても市民・事業者等によるシティプロモーションに寄与する取組・活動は、数多く行

われています。行政はそのような取組・活動と連携、又は支援し、より多くの市民・事業者等がシテ

ィプロモーションに取り組めるようにしていきます。

また、川崎には多彩な魅力が存在しており、地域によって個々に特色があるほか、前述のとおり市

民・事業者等による多種多様な取組・活動があるため、行政が一様に情報を発信していくことは容易

ではありません。そのため、川崎の魅力を余すことなく市内外に発信していくために、市民・事業者

等による魅力発信を推進していく必要があります。

そこでオール川崎による、シティプロモーションの推進を持続可能なものとするために、市民・事

業者等がさまざまな取組を展開できるよう、仕組みを構築していきます。

【例】

○広報の支援

○マッチング（市民・事業者等×市民・事業者等、行政×市民・事業者等 等）

○後援・共催 

○認定制度（市民文化大使、かわさきマイスター、かわさき名産品、イメージアップ事業認定制度 等）

○顕彰制度（川崎市文化賞、スマートライフスタイル大賞、川崎市自治功労者表彰 等）

など
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１ データ等で見る川崎の魅力や強み 

（１） 川崎市「平成 25年度川崎市『都市イメージ調査』」 

本調査について：川崎市内外の人々の川崎市に対するイメージ形成等の現状を捉えるため、基礎的

な資料やデータをアンケート形式（インターネット調査、標本数 3,416）により収

集し、分析をおこなったものである。 

対象都市：川崎市、隣接都市（横浜市鶴見区、港北区、都筑区、東京都大田区、世田谷区、稲城市、

町田市）、横浜市（鶴見区、港北区、都筑区を除く）、東京都区部（大田区、世田谷区を

除く）、１都 3 県（川崎市、隣接都市、横浜市、東京都区部、稲城市、町田市を除く）

在住者

◆川崎市に関する「分野・キーワード」への認知度 

川崎市の「分野・キーワード」に対する認知度の割合は、「音楽のまち（40.3%）」を最高として、「映

像のまち（20.1%）」、「川崎市のものづくり（19.8%）」と続いています。 

◆川崎市の「場所・施設」の認知度（％） 

川崎市の「場所・施設」に対する認知度の割合は、「川崎大師（91.1%）」を最高として、「多摩川（87.8%）」、 

「ラゾーナ川崎プラザ（68.3%）」と続いています。 
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（２） ブランド総合研究所「地域ブランド調査 2014」 

本調査について：全国の都市のイメージについて、アンケート形式（インターネット調査）により

調査。調査対象は全国のインターネットユーザー（3 万 1,433 人）で、1 人あたり

20 都市について回答することとなっている（20 都市は実施主体によって隔たりが

生じないよう設定している）。

対象都市：全国 790市、東京特別区 23区、187町村、47 都道府県（町村は実施主体により抽出） 

※調査の結果から川崎市の競合対象となるであろう 1 都 3 県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）

に位置している 156 自治体を抜き出し、本市の発信する魅力分野の関連事項について、順位を示し

ています。 

◆「産業・研究開発」関連事項 

IT・先端技術のまち：7位、地場産業が盛んなまち：9位、地域を代表する産業や企業がある：4位

◆「文化芸術」関連事項 

学術・芸術のまち：30位、魅力的な美術館・博物館がある：18位 

◆「スポーツ」関連事項 

スポーツのまち：17 位、スポーツの参加・観戦が楽しめる：5位、 

◆「自然」関連事項 

自然が豊か：121 位 

◆「生活」関連事項 

生活に便利・快適なまち：16位、道路や交通の便が良い：16 位 

（３） 川崎市「平成 24年度版大都市比較統計年表から見た川崎市」 

本調査について：全国の 21 大都市を対象として、人口や土地、産業、経済、生活等の各種項目の数

値によりランキングしたものである。

対象都市：東京都区部および 20 政令指定都市（平成 24 年度現在）の計 21 都市
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２ 都市への愛着・誇り（シビックプライド）について 

（1） シビックプライドとは 

本戦略プランにおけるシビックプライドの定義は、次のとおりです。 

・市民が都市に対して持つ愛着や誇り

・当事者意識に基づく自負心 

（2）シビックプライドが必要となる背景 

「グローバリズムによる地域性の喪失」や「成長の時代から成熟の時代への転換」にある現

代においては、大きな都市像を描きづらくなくなっています。そのため、従来のような拡大成

長ではなく、市民一人ひとりが都市に対して愛着や誇りをもって活き活きと暮らすことへの要

求が高まっています。 

このことから、「個人の満足度」と「社会の満足度」を共に向上させ、都市と自分の生活と

の一体感を生むことを目的としてシビックプライドが着目されています。 

また、人口減少や少子高齢化の進展、地方分権化に伴う都市間競争により、その土地に生ま

れ育った者の郷土愛を醸成するだけではなく、より多くの人々に様々な立場からその都市のフ

ァンになってもらう必要性が生じています。 

（3）シビックプライドの醸成による効果

①「生活の質」と「都市の魅力」を相乗的に向上させる 

シビックプライドが醸成されることにより、市民は自分が住む都市に対して誇りを持つように

なり、その意識が地域社会に自ら参画する意欲を高めることにつながります。これはつまり、シ

ビックプライドの醸成がよりよい地域・都市の形成へとつながり得るということであり、「市民

の生活向上」と「都市の魅力向上」に係る取組効果がより高まることが期待されます。 

②まちのムードをつくる 

市民一人ひとりが感じる都市への愛着や誇りが実際に「行動」として表されることによって、

まち全体の良いムードがつくられていきます。また、これによってシビックプライドの醸成が進

むという「ポジティブスパイラル」が作られていくこととなります。 

③都市と市民を結び付ける 

シビックプライドは都市の魅力を高める原動力となるものであり、その醸成は市民と都市の政

策をうまく結び付け、「市民一人ひとりの生活」と「都市のブランド」が関連し、相互に成長し

ていくことが期待されます。 
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３ 情報発信に係る媒体の種類 

一般的に活用可能な媒体を一覧で示しています(既に川崎市で実施している事例を含みます)。
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４ 成果指標について 

（１）シビックプライド指標（シビックプライドの醸成に係る成果指標） 

シビックプライドは「愛着」、「誇り」の2要素から構成されます。その2要素について、それぞれ

以下に示す3つの質問項目についての評価を1点（全くあてはまらない）～10点（非常にあてはまる）

の幅で尋ね、その3つの質問に対するポイントの平均値をそれぞれの要素の得点とします。 

◆各要素に対する質問項目 

①愛着 

・川崎市に愛着を持っている 

・今後も川崎市に住み続けたい 

・川崎市の細部まで熟知している 

②誇り 

・川崎市に誇りを持っている 

・川崎市について自慢したいことがいくつもある 

・自分は川崎市に貢献している 

◆算出方法 

例：「愛着」に関する質問3つに関して 

・川崎市に愛着を持っている＝6点 

・今後も川崎市に住み続けたい＝7点 

・川崎市の細部まで熟知している＝8点 

だった場合、（6＋7＋8）÷3=7となり、「愛着」のポイントは7となります。 

（２）ネットプロモータースコア（市民による市外への推奨度に係る成果指標） 

ネットプロモータースコアは、推奨意向を 1（全く薦めたくない）～10（非常に薦めたい）の 10
段階のスケールで測定し、それを「推奨者」「中立者」「批判者」に区分して、「推奨者－批判者」

のスコアを計算することにより算出します。

以下の 2つの質問項目について回答を求め、その結果を集計し、得点化するものとします。 

◆各要素に対する質問項目 

・あなたは、川崎市に住むことを友人・知人に薦めたいですか。 

・あなたは、川崎市に買い物・遊びなどで訪れることを友人・知人に薦めたいですか。

◆算出方法 

例：設問ごとに“各点数を付けた人数”に着目し、 

「推奨する立場」の人の構成比（8～10 点を付けた割合。表における 25.5％）、 

「推奨も批判もしない受動的な立場」の人の構成比（5～7点を付けた割合。表における 64.5％） 
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「批判的な立場」の人の構成比（1～ 4 点を付けた割合。表における 10.0％） を算出します。 

25.5％から 10.0％を減じた数値 15.5 を「シビックプライドスコア」とし、その推移を把握しま

す。 

（３）隣接都市在住者における川崎のイメージを良いと思う人の割合（川崎の対外的な認

知度やイメージの向上の成果指標） 

「あなたは、川崎市のイメージについて、どのように思いますか」という質問項目に対して、1 点

（全くあてはまらない）～10 点（非常にあてはまる）で答えてもらい、1～5 点を「悪い」、6～10 点

を「よい」とします。そして、隣接都市在住者の「よい」の割合を「隣接都市在住者による川崎市に

対する評価」として用います。 

点数 各点数を付けた人数 各立場の構成比 

10 点 ◎ 人

「推奨する立場」 25.5 ％9 点 ◎ 人

8 点 ◎ 人

7 点 ○ 人

「推奨も批判もしない受動的な立場」 64.5 ％6 点 ○ 人

5 点 ○ 人

4 点 ● 人

「批判的な立場」 10.0 ％
3 点 ● 人

2 点 ● 人

1 点 ● 人
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５ 川崎市シティセールス推進懇話会 

シティプロモーション戦略プラン策定及び今後のシティプロモーション推進の参考とするため、学識

者、経済団体関係者、広報･旅行業界関係者及び市民活動団体関係者から意見を聞く懇話会を開催。 

（１）開催経緯 

・第 1回川崎市シティセールス推進懇話会 

日 時 平成 26 年 7 月 2 日（水） 15 時 00 分～17 時 00 分 

場 所 川崎市役所第 3庁舎 15階第 1会議室 

議 事 ・委嘱状交付 

・川崎市シティセールス推進懇話会委員紹介(自己紹介) 

・正副委員長選出 

・新たな川崎市シティセールス戦略プラン策定について 

・意見交換・アイデア出し 

・第 2回川崎市シティセールス推進懇話会 

日 時 平成 26 年 8 月 20 日（水） 15時 00 分～17 時 00 分 

場 所 中原市民館 2階第 1会議室 

議 事 ・第 1回懇話会の振り返り 

・シティセールスはどのようになれば成功と言えるか 

・川崎市はどのようなことを重点的に発信すべきか  

・今度のスケジュール 

・その他 

・第 3回川崎市シティセールス推進懇話会 

日 時 平成 26 年 10 月 2 日（木） 18時 00 分～20 時 00 分 

場 所 高津区役所 5階第 4会議室 

議 事 ・第 2回懇話会の振り返り 

・川崎の魅力発信ワークショップ開催報告 

・市内外へ向けてどのように魅力発信をしていくか 

・今後のスケジュール 

・第 4回川崎市シティセールス推進懇話会 

日 時 平成 26 年 11 月 13 日（木） 9時 00 分～11 時 00 分 

場 所 川崎区役所 7階第 3会議室 

議 事 ・第 3回懇話会のおさらい 

・シティセールスへの民間の参加を促進するには 

・今後のスケジュール 

・第 5回川崎市シティセールス推進懇話会 

日 時 平成 27 年 3 月 24 日（火） 10時 00 分～12 時 00 分 

場 所 川崎市役所第 4庁舎 4階第 4会議室 

議 事 ・川崎市シティプロモーション戦略プランについて 

・市民や事業者等が連携しやすい仕掛けについて 

・来年度以降の取組に関するご意見 

・その他 
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（２）委員名簿 

選出区分 氏     名 所属 備考 

1 学識経験者 河 井  孝 仁 
東海大学 

文学部広報メディア学科  
委員長 

2 
経済団体 

関係者 
荒 井  孝 文 

株式会社東芝 

広告部デジタルマーケティング担当 

3 
経済団体 

関係者 
川 本  恭 子 

川崎商工会議所 

企画広報部広報課  

4 
経済団体 

関係者 
高 尾   真 人 

株式会社川崎フロンターレ  

サッカー事業部プロモーション部  

集客プロモーショングループ 

5 
経済団体 

関係者 
土 屋   友 子 

株式会社チッタエンタテイメント 

運営部 
副委員長 

6 

広報･旅行業

界 

関係者 

宇 佐 美  慎 
東日本旅客鉄道株式会社横浜支社 

総務部企画室  

7 

広報･旅行業

界 

関係者 

鷹 取  祐 子 
株式会社 KADOKAWA 

横浜ウォーカー編集部 

8 

広報･旅行業

界 

関係者 

高 橋  佑 司 
株式会社リクルートライフスタイル 

じゃらんリサーチセンター 

9 
市民活動団体 

関係者 
岩 倉   宏 司 特定非営利活動法人しんゆり・芸術のまちづくり   

10 
市民活動団体 

関係者 
徳 野  千鶴子 

地球温暖化防止活動推進員 

ＩＰＣＣリポートコミュニケーター 

※敬称略 
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川崎市シティプロモーション戦略プラン

平成２７年３月

川崎市 市民・こども局 シティセールス・広報室 

（平成２７年４月～） 

川崎市 総務局 秘書部 ブランド戦略担当 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

電話 ０４４－２００－３７１７ 

FAX  ０４４－２００－３９１５ 




